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■規約第 9版の改訂課題（全領域）の検討 ※委員に配布済みの改訂ワークシートを用いて議事進行 

  〇 検討課題番号 9：腫瘍から離れた部位の脈管侵襲の扱い-T因子への反映-（11頁） 

藤盛プロジェクトの結論に基づき規約では脈管侵襲はT因子に扱っている。この点はTNM分類と乖離があるが、
現規約内容を規約第 10版でも踏襲することが確認された。リンパ節領域に脈管侵襲が確認された pT1癌・pT2癌の
深達度は pT3と診断することが明確になるよう、注７の記載に「リンパ節領域」を追記することが議論された。 

〇 検討課題番号 追加：N分類が領域リンパ節の分類であることの明確化（15頁） 

 TNM分類同様、規約においても N分類のカテゴリーを「領域リンパ節」と明記することとした。 

〇 検討課題番号 14：EXにおける脈管／神経侵襲の扱い（15頁） 

注 2に脈管／神経侵襲として限局した病巣は壁深達度に加味することを記載することとした。また 32,33頁の脈管
／神経侵襲の「主たる病巣でない」や「限局した病巣」という表現を修正すること、32頁の EXの説明文と 33頁の
フローチャートを修正し、周囲脂肪織にわずかな浸潤を呈する脈管/神経侵襲病巣の病理写真を掲載することとした。 

〇 検討課題番号 18：多発大腸癌に遠隔転移が存在する場合の M因子の記載法（19,20頁） 

同時性多発癌では各腫瘍に進行度分類を記載せず、基本的に、それぞれの腫瘍の壁深達度とリンパ節転移を記録
することとした。同様に同一領域内の多発癌にリンパ節転移が存在する場合、各腫瘍に N 分類は記録しない。症例
単位の Stage としては最も進んだ T を採用し、遠隔転移陽性症例では（各症例でなく）症例に帰属する進行度分類
として Stage IVとM分類を記載することとし、文案と例を次回会議で検討することとなった。 

〇 検討課題番号 20：異時性大腸癌の定義（20頁） 

第 9 版より 2 か月未満に診断された場合に同時性としているが、国際基準は 4 か月基準に変更となったことと、
第 10版で 4か月基準に変更することの現場への影響の懸念が委員長より説明された。医学的根拠は無いものの、国
際基準に従うことが妥当との意見で一致した。また、「重複癌」の読み方を確認することとなった。 

〇 検討課題番号 追加：遺伝性大腸癌の記載（20頁） 

遺伝性大腸癌委員会からの改訂案が示され、 遺伝性大腸癌ガイドラインに準じ、第 3度近親者までに発生した癌
を記載すること、遺伝性疾患の場合はその旨を記載することとした。また 20頁脚注を改訂することとなった。 

〇 検討課題番号 36,37：「切除標本の取扱い」の表記に関して（28頁） 

28頁「切除標本の取扱い」に関して、67頁の「検体の取扱い」と混同するため「切除標本の評価」とする。 

〇 検討課題番号 38：組織学的所見を評価する部位（28頁） 

組織学的所見の評価部位（診断の対象領域）に関して、7.2 組織学的所見に「原発巣とリンパ節郭清にて摘出さ
れた腫瘍組織の所見を総合して判定する。ただし、組織型は原発巣において評価する。」を追記することとした。 

〇 検討課題番号 46：「遺伝性腫瘍と消化管ポリポーシス」の記載位置（30頁） 

   「7.6 背景疾患の記載」を設け、IBDや放射線被爆腸管も追加することとし、次回会議で記載法の議論を行う。 

〇 検討課題番号 追加：「遺伝性腫瘍と消化管ポリポーシス」の記載内容（30頁） 

   遺伝性大腸癌委員会案として、国際基準に準じた記載案が提案され、異論なく合意された。 

〇 検討課題番号 50：浸潤増殖様式 INFの項目の必要性（31頁） 

         INFを削除することで意見が一致し、今後病理委員会において議論いただく方針となった。 

〇 検討課題番号 51,53：intramural / extramuralの記載と脈管侵襲の最深部の記載の必要性（31,32頁） 

      脈管侵襲最深層を記載することとなった過去の経緯を確認し、次回会議で再度議論することとなった。 

〇 検討課題番号 52：「注１: 判定は最大割面の標本で行うことを原則とする」記載の必要性（32頁） 

   判定は適切な標本を用いることが重要で、検討課題 38の結論とも相反するため、本記載は削除することとした。 

〇 検討課題番号 54：V2の必要性（32頁） 

        V2 の明確な診断基準が存在しないことより、V2 の記載を（１）現状維持、（２）削除、（３）V2 に新たな診断
基準を設ける、の３案について議論した。その結果、V2の定義は現時点では不明であるものの、近年臨床で注目
度が高まっている EMVI との関連が予測され、現在進行中の二つのプロジェクト（川合・伊藤プロジェクト）の
成果として、将来的に臨床的に意義をある V2 の診断基準が設けられる可能性を鑑みて、（１）が妥当との結論に
至った。なお、両プロジェクトにおいて、将来的にエビデンスに基づく記述ができるよう病理委員の先生方にも
関与いただき、V2の定義を作成する観点でこの問題を掘り下げていただくことで合意した。 

〇 検討課題番号 60：注４における Ly(1), V(1)などの T3としての扱い（33頁） 

   検討課題番号 9の議論と整合させ、T3として扱うことで合意した。 

 

次回の web会議を 5~6月に実施することが委員長よりアナウンスされた。 


